
自 動 車 騒 音 規 制 の 経 緯
（単位：デシベル）

定 常 走 行 騒 音 排気騒音 近 接 排 気 騒 音 加 速 走 行 騒 音

規 制 年 規 制 年 規 制 年自 動 車 の 種 別

26年規制 46年規制 10～13年規制 26年規制 46年規制 61～元年規制 10～13年規制 46年規制 51･52 年規制 54年規制 57～62年規制 10～13年規制

[平成13年] [平成13年] [平成13年]全輪駆動車、トラク ８３ ８２
タ及びクレーン車 《△1.0》 ［61年］ 《△１》

車両総重量が3.5ﾄﾝ
[平成13年] [平成13年] [平成13年]大型車 を超え、原動機の ト ラ ッ ク ８０ ８０ １０７ ９９ ９２ ８９ ８６ ８３

最高出力が150ｷﾛﾜｯﾄ (84.0) 《△８》 ［60年］
を超えるもの ８２ ［元年］ ［51年］ ８１

[平成10年] [平成10年] [平成10年]バ ス
《△2.0》 ［59年］ 《△２》

[平成13年] [平成13年] [平成13年]車両総重量が3.5ﾄﾝ 全 輪 駆 動 車 ８０ ８１
を超え、原動機の 《△2.0》 《△２》

中型車 最高出力が150ｷﾛﾜｯﾄ ７８ ７８ １０５ ９８ ８９ ８７ ８６ ８３
[平成13年] [平成13年] [平成13年]以下のもの ト ラ ッ ク (82.0) ７９ ８０
[平成12年] [平成12年] [平成12年]バ ス 3.0 ［元年］ 《△7》 ［51年］ ［58年］ 《△3》《△ 》

[平成12年] [平成12年] [平成12年]軽自動車 1.7t<GVW 全輪駆動車
[平成11年] [平成11年] [平成11年]車両総重量が3.5ﾄﾝ 以外 GVW 1.7t ［60年］≦

小型車 以下のもの ８５ ７４ ７４ ８５ ７４ １０３ ９７ ８５ ８３ ８１ ７８ ７６
[平成12年] [平成12年] [平成12年]軽自動車 ｷｬﾌﾞｵｰﾊﾞ (78.0) ﾄﾗｯｸ・ﾊﾞｽ
[平成11年] [平成11年] [平成11年]ﾎﾞﾝﾈｯﾄ 4.0 ［元年］ 《△6》 ［52年］ ［59年］ 《△2》《△ 》

[平成11年] [平成11年] [平成11年]乗車定員６人超
専ら乗用の用に供す

乗用車 る乗車定員10人以下 ７０ ７２ ７０ １０３ 〈100〉 ８４ ８２ ８１ ７８ ７６96
[平成10年] [平成10年]のもの 乗車定員６人以下 (74.0) 《△７》《△３》

《△2.0 》 ［63年］ ［52年］ ［57年］ 《△２》[平成10年]

[平成13年] [平成13年] [平成13年]二輪の小型自動車（総排気量 小型 (78.1) ７２ ９４
二輪自 0.250 を超えるもの) 及び 《△6.1 》 《△５》 ８６ ［51年］ ［62年］ç
動車 二輪の軽自動車（総排気量 ７４ ７４ ９９ ８３ ７８ ７５ ７３

[平成10年] [平成10年] [平成10年]0.125 を超え0.250 以下のも 軽 (75.1) ７１ ９４ç ç
の） 《△4.1 》 ［61年］ 《△５》 ８４ ［51年］ ［60年］ 《△２》

[平成13年] [平成13年] [平成13年]第二種原動機付自転車 (総排気 第二種 (71.1) ６８ ９０
原動機 量0.050 を超え、0.125 以下 《△3.1 》 《△５》 ８２ ［51年］ ［61年］ç ç
付自転 のもの）及び第一種原動機付 ７０ ７０ ９５ ７９ ７５ ７２ ７１

[平成10年] [平成10年] [平成10年]車 自転車（総排気量0.050 以下 第一種 (69.6) ６５ ８４ç
のもの) 《△4.6 》 ［61年］ 《△11》 ８０ ［51年］ ［59年］ 《△１》

使用 全 車 ８５ ８５ ８５ ８５ ８５ 新車と同一 新 車 と 同 一
過程車

（注）1.定常走行騒音の46年規制の欄中（ ）内の数値は、測定速度及び測定位置の変更による現行規制値の換算値を示す。
2.［ ］内は、規制年を示す。
3.《 》内は、定常走行騒音にあっては旧規制値の換算値からの削減量、近接排気騒音及び加速走行騒音にあっては旧規制値からの削減量を示す。
4.〈 〉内は、リヤエンジン車を示す。
5.元年規制以前については、「150キロワット」を「200馬力」と読み替える。
6.近接排気騒音規制は、排気騒音規制に替えて導入された。
7.近接排気騒音の規制値の欄中、使用過程車についての「新車と同一」とは、車種ごとに新車時に適用された数値と同じ数値が、その車が使用過程に入った段階においても適用されることを示す。


